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ＩＰ通信網サービス契約約款  別冊              【現改比較表】 2024年９月30日現在 

～2024年9月30日 2024年10月1日～ 

 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章～第７章 （略） 第１章～第７章 （略） 

別記 （略） 別記 （略） 

料金表 料金表 

 第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。）  第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

  第１ 利用料金   第１ 利用料金 

   １ 第２種契約に係るもの    １ 第２種契約に係るもの 

   １－１ 適用    １－１ 適用 

 区分 内容   区分 内容  

 (1)～(18) （略）   (1)～(18) （略）  

 (19) 定期利用 

期間内に契約の

解除等があった

場合の料金の適

用 

 

ア 第２種契約者（タイプ３のコース１(プラン７に係る者を除き

ます)、コース２又はコース３に係る者に限ります。以下本項にお

いて同じとします。）から、その第２種オープンコンピュータ通

信網サービスについて定期利用の申出があった場合には、その期

間における基本額については、１－２－２（定額利用料）に規定

する基本額から同表に規定する額を減額して適用します(以下「新

２年割」といいます。)。 

  (19) 定期利用

期間内に契約の

解除等があった

場合の料金の適

用 

ア 第２種契約者（タイプ３コース１、コース２又はコース３に係

る者に限ります。以下本項において同じとします。）から、その第

２種オープンコンピュータ通信網サービスについて定期利用の申出

があった場合には、その期間における基本額については、１－２－

２（定額利用料）に規定する基本額から同表に規定する額を減額し

て適用します(以下「新２年割」といいます。)。 

 

 

（オープンコンピュータ通信網サービス（第２種 

オープンコンピュータ通信網サービスに限ります）） 


